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議案第 １２ 号

令和２年度玉野市下水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和２年度玉野市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）排水処理区域内人口 ５５，５００人

（２）年間総排水処理量 ６，６４０，０００ｍ３

（３）日平均排水処理量 １８，１９２ｍ３

（４）主要な建設改良工事

公共下水道整備事業

汚水管渠布設工事 φ150～φ200mm L=7,500ｍ A=16ha

汚水管渠改築工事 φ900mm L=700ｍ

玉野浄化センター改築更新工事

日比中継ポンプ場改築更新工事

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 公共下水道事業収益 ２，３８０，４８９千円

第１項 営業収益 １，７９８，４２６千円

第２項 営業外収益 ５８２，０６１千円

第３項 特別利益 ２千円

第２款 小規模集合排水事業収益 １１，０５３千円

第１項 営業収益 １，４５３千円

第２項 営業外収益 ９，６００千円

収 入 合 計 ２，３９１，５４２千円
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支 出

第１款 公共下水道事業費 ２，３５５，８００千円

第１項 営業費用 ２，０７１，９１６千円

第２項 営業外費用 ２８１，１１４千円

第３項 特別損失 １，７７０千円

第４項 予備費 １，０００千円

第２款 小規模集合排水事業費 １０，１１６千円

第１項 営業費用 ９，５３９千円

第２項 営業外費用 ３７７千円

第４項 予備費 ２００千円

支 出 合 計 ２，３６５，９１６千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額９５８，８３６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１０６，１０８千円、当年度分損益勘定留保資金８５２，７２８千円で補てんするものとする。）

収 入

第１款 公共下水道資本的収入 ２，１１１，２３６千円

第１項 企業債 １，５５２，７００千円

第２項 国庫補助金 ５０５，０００千円

第４項 他会計出資金 ４１，８３６千円

第６項 分担金及び負担金 １１，６９９千円

第８項 固定資産売却代金 １千円

収 入 合 計 ２，１１１，２３６千円

支 出

第１款 公共下水道資本的支出 ３，０６８，２４２千円

第１項 建設改良費 １，８７３，２３６千円

第２項 償還金 １，１９３，８５８千円

第４項 補助金返還金 １，１４８千円

第２款 小規模集合排水資本的支出 １，８３０千円

第２項 償還金 １，８３０千円

支 出 合 計 ３，０７０，０７２千円
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（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）収益的支出及び資本的支出の各項に計上された予算に過不足を生じた場合における款内

各項の金額の流用

事 項 期 間 限 度 額

日比中継ポンプ場改築更新

工事

令和２年度から令和３年度まで ４７７，０００千円

水洗便所改造資金を貸し付

けた金融機関に対する損失

補償

令和２年度から令和７年度まで 令和２年度において玉野市水洗便所改造資

金融資あっ旋に関する規則により、公共下

水道に接続するため、既設便所を水洗便所

に改造することに要する資金を貸し付けた

金融機関に対する融資額の損失補償金

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道事業

千円

１，３１４，７００
普通貸借

又は

証券発行

年 5.0％

以内

（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る資金について、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見直し後の利率）

政府資金についてはその融資条件に

より、銀行その他の場合にはその債

権者との協定による。ただし、財政の

都合により据置期間及び償還期限を

短縮し、もしくは繰上償還又は低利債

に借換えすることができる。
資本費平準化債

千円

２３８，０００
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（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第９条 次に揚げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 １９５，７４６千円

（他会計からの補助金）

第１０条 収益的支出に充てるため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、８，７５０

千円である。

令和２年２月２７日提出

玉野市長 黒 田 晋
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令 和 ２ 年 度

玉野市下水道事業会計予算附属説明書
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（単位：千円）

款 項 目  予定額 備　　　考

  2,380,489 

  1,798,426 

下水道収益   1,114,723 ・下水道使用料

一般会計負担金     682,881 ・一般会計からの負担金

その他営業収益          50 ・指定工事店申請審査手数料

受託事業収益         772 ・国庫補助金、県補助金

    582,061 

受取利息及び配当金           1 ・預金利息

一般会計負担金      64,401 ・一般会計からの負担金

長期前受金戻入     506,838 ・償却資産の減価償却に係る財源の収益化

延滞金           1 

雑収益         820 ・施設占用料等

消費税還付金      10,000 

          2 

固定資産売却益           1 ・固定資産売却に係る売却益

その他特別利益           1 ・減損に係る財源の収益化

     11,053 

      1,453 

下水道収益         171 ・下水道使用料

一般会計負担金       1,282 ・一般会計からの負担金

      9,600 

一般会計負担金         850 ・一般会計からの負担金

一般会計補助金       8,750 ・一般会計からの補助金

款 項 目  予定額 備　　　考

  2,355,800 

  2,071,916 

管渠費      55,485 ・管渠、マンホールの維持管理に要する費用

ポンプ場費     123,853 ・ポンプ場の維持管理に要する費用

玉野浄化センタ－費     274,260 ・処理場の維持管理に要する費用

流域下水道管理負担金      71,686 ・流域下水道の維持管理に要する費用

普及指導費      17,990 ・水洗便所の普及促進に要する費用

業務費      46,993 ・下水道使用料の徴収事務に要する費用

総係費      88,388 ・事業経営全般に要する費用

減価償却費   1,303,627 ・償却資産の減価償却費

資産減耗費      79,606 ・固定資産除却費

合併処理浄化槽設置事業費      10,028 ・合併浄化槽の事務に要する費用

    281,114 

支払利息及び企業債取扱諸費     264,082 ・企業債の利息等

雑支出       7,032 ・特定収入仮払消費税等

消費税及び地方消費税      10,000 

      1,770 

固定資産売却損         500 ・固定資産売却に係る売却損

過年度損益修正損       1,270 ・過年度の調定減

      1,000 

予備費       1,000 

     10,116 

１営業費用       9,539 

元川浄化槽費       8,646 ・浄化槽の維持管理に要する費用

減価償却費         893 ・償却資産の減価償却費

        377 

支払利息及び企業債取扱諸費         302 ・企業債の利息

雑支出          75 ・特定収入仮払消費税等

        200 

予備費         200 

令和２年度　玉野市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収　入

１公共下水道事業収益

１営業収益

２営業外収益

３特別利益

２小規模集合排水事業収益

１営業収益

２営業外収益

支　出

１公共下水道事業費

１営業費用

２営業外費用

３特別損失

４予備費

２小規模集合排水事業費

２営業外費用

４予備費
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（単位：千円）

款 項 目  予定額 備　　　考

  2,111,236 

  1,552,700 

公営企業債   1,552,700 ・建設改良費等に充当する企業債

    505,000 

公共下水道事業費国庫補助金     505,000 ・建設改良費に充当する国庫補助金

     41,836 

他会計出資金      41,836 ・一般会計からの出資金

     11,699 

公共下水道受益者負担金      11,699 ・受益者負担金

          1 

固定資産売却代金           1 ・固定資産の売却代金

款 項 目  予定額 備　　　考

  3,068,242 

  1,873,236 

公共下水道整備事業事務諸経費      44,935 ・公共下水道建設事業に要する事務費

公共下水道整備事業費   1,771,850 ・公共下水道建設事業に要する費用

流域関連公共下水道整備事業事務諸経費       9,512 ・流域関連公共下水道建設事業に要する事務費

流域関連公共下水道整備事業費      38,100 ・流域関連公共下水道建設事業に要する費用

固定資産購入費       1,718 ・固定資産購入に要する費用

建設負担金       7,121 ・流域下水道建設負担金

  1,193,858 

企業債償還金   1,193,858 ・企業債の元金償還金

      1,148 

国庫補助金返還金       1,148 ・固定資産の売却に伴う国庫補助金の返還金

      1,830 

      1,830 

企業債償還金       1,830 ・企業債の元金償還金

資本的収入及び支出
収　入

１公共下水道資本的収入

１企業債

２国庫補助金

４他会計出資金

６分担金及び負担金

８固定資産売却代金

支　出

１公共下水道資本的支出

１建設改良費

２償還金

４補助金返還金

２小規模集合排水資本的支出

２償還金
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（単位　　円）

当年度純利益（△は純損失） 25,626,000

減価償却費 1,304,520,000

資産減耗費 79,606,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 177,476

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,305,878

賞与等引当金の増減額（△は減少） 406,566

長期前受金戻入 △ 506,838,000

受取利息及び配当金 △ 1,000

支払利息及び企業債取扱諸費 264,384,000

固定資産売却損 500,000

未収金の増減額（△は増加） △ 6,373,760

未払金の増減額（△は減少） 8,354,983

小計 1,177,313,191

利息及び配当金の受取額 1,000

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 264,384,000

業務活動によるキャッシュ・フロー 912,930,191

有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 1,873,441,816

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,000

国庫補助金等による収入 516,699,000

国庫補助金等の返還による支出 △ 1,148,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,357,889,816

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,552,700,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,195,688,000

他会計からの出資による収入 41,836,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 398,848,000

資金増減額（△は減少） △ 46,111,625

資金期首残高 1,413,522,925

資金期末残高 1,367,411,300

令和２年度　玉野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
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給 与 費 明 細 書

１ 総 括

２ 給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

区 分

職員数

(人)
給 与 費 法 定

福利費
合 計

特別職 一般職 報 酬 給 料 職員手当等 計
度年本 10 30 15,588 81,287 69,352 166,227 29,519 195,746

度年前 12 25 7,864 77,980 66,881 152,725 27,302 180,027

比 較 △2 5 7,724 3,307 2,471 13,502 2,217 15,719

（単位：千円）

職員手当

等の内訳

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当

本年度 3,368 1,566 1,768 193

前年度 2,336 1,146 2,013 187

比 較 1,032 420 △ 245 6

区 分 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管 理 職 手 当 期末勤勉手当

本年度 13,800 432 4,392 33,264

前年度 14,720 384 3,888 31,599

比 較 △ 920 48 504 1,665

区 分 児 童 手 当 退 職 給 付 費 費 用 弁 償

本年度 2,535 7,306 728

前年度 2,055 8,553 0

比 較 480 △ 1,247 728

（単位：千円）

区 分 増減額 増減額事由別内訳書 説 明 備 考

給 料 3,307

昇給に伴う増加分 1,089 平均昇給率 1.9%

その他の増減分 2,218 給料の改定による増額分

120

新陳代謝等に係る増額分

2,098

職員数の異動状況

（現に在職する職員数） （その他） （計）

本年度 22人 8人 30人

前年度 22人 3人 25人

増 減 0人 5人 5人

職員手当等 2,471

制度改正に伴う増減分 377 期末勤勉手当 377

その他の増減分 2,094 新陳代謝等に係る増額分

2,094
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３ 給料及び職員手当等の状況

（１）職員１人当たりの給与

（２）初 任 給

（３）級別職員数

区 分 一般行政職

元年１２月１日現在

平均給料月額（円） 293,400

平均給与月額（円） 339,200

平 均 年 齢（歳） 40.0

３０年１２月１日現在

平均給料月額（円） 291,200

平均給与月額（円） 329,900

平 均 年 齢（歳） 40.0

区 分 一般行政職（円）
国 の 制 度

一般行政職（円）

高 校 卒 150,600 150,600

大 学 卒 182,200 182,200

区 分
表

級

行 政 職 その他

（人）職員数(人) 構成比(％)

元年１２月１日

現 在

７ 級 1 4.5 -

６ 級 1 4.5 -

５ 級 7 31.9 -

４ 級 4 18.2 -

３ 級 1 4.5 -

２ 級 7 31.9 -

１ 級 1 4.5 -

計 22 100.0 7

３０年１２月１日

現 在

７ 級 1 4.5 -
６ 級 1 4.5 -

５ 級 6 27.3 -

４ 級 5 22.8 -

３ 級 1 4.5 -

２ 級 6 27.3 -

１ 級 2 9.1 -

計 22 100.0 3

（級別の標準的な職務内容）

区 分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

行 政 職 部長 課長 課長補佐 係長 主任 主事・技師 主事・技師
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（４）昇 給

（５）特殊勤務手当

（６）期末手当・勤勉手当

（７）定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

（８）その他の手当

区 分 合計
代表的な職種

一般行政職

本

年

度

職 員 数 (Ａ)(人) 22 22

昇給に係る職員数 (Ｂ)(人) 22 22

号給数別内訳

１号給(人） - -

２号給(人） 2 2

３号給(人） - -

４号給(人） 15 15

６号給(人） 5 5

８号給(人） - -

比 率 (Ｂ)／(Ａ) (％) 100.0 100.0

前

年

度

職 員 数 (Ａ)(人) 22 22

昇給に係る職員数 (Ｂ)(人) 22 22

号給数別内訳

１号給(人） - -

２号給(人） 2 2

３号給(人） - -

４号給(人） 15 15

６号給(人） 5 5

８号給(人） - -

比 率 (Ｂ)／(Ａ) (％) 100.0 100.0

区 分 全 職 員 一般行政職

給料総額に対する比率（％） 0.0 0.0

支給対象職員の比率 （％）

（元年12月1日現在）
0.0 0.0

代表的な特殊勤務手当の名称 玉野浄化センター調査検査手当

区 分
支給期別支給率 支給率計

（月分）

職制上の段階、職務の

級等による加算措置
備 考

６月(月分) １２月(月分)

本 年 度 2.250 2.250 4.50 有

前 年 度 2.225 2.225 4.45 有

国の制度 2.250 2.250 4.50 有

区 分
20年勤続の者

（月分）

25年勤続の者

（月分）

35年勤続の者

（月分）

最高限度

（月分）

そ の 他 の 加 算

措 置 等

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例

措置(2％～ 45％加算)

国の制度

（支給率）
24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期退職特例

措置(2％～ 45％加算)

区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 じ

住 居 手 当 同 じ

通 勤 手 当 異なる
交通用具利用者について、支給距離区分、支給額が異な

る。



期 間 金 額 期 間 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

日比中継ポンプ場
改築更新工事委託料

 477,000 -  - 
令和2年度

から
令和3年度

 477,000  238,500  238,500  - 

計  477,000  -  477,000  238,500  238,500  - 

債務負担行為に関する調書

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源事 項 限 度 額

前年度末までの
支 払 義 務 発 生
（ 見 込 ） 額

当該年度以降の
支 払 義 務 発 生
予 定 額
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（単位　　円）

（ １ ） 下水道収益 1,010,718,000
（ ２ ） 一般会計負担金 646,604,000
（ ３ ） その他営業収益 50,000
（ ４ ） 受託事業収益 718,000 1,658,090,000

（ １ ） 管渠費 59,114,000
（ ２ ） ポンプ場費 99,375,000
（ ３ ） 玉野浄化センター費 215,902,000
（ ４ ） 元川浄化槽費 7,307,000
（ ５ ） 流域下水道管理負担金 60,086,000
（ ６ ） 普及指導費 10,212,000
（ ７ ） 業務費 34,688,000
（ ８ ） 総係費 78,078,000
（ ９ ） 減価償却費 1,309,952,000
（１０） 資産減耗費 20,000,000
（１１） 合併処理浄化槽設置事業費 8,891,000 1,903,605,000

営業損失（△） △ 245,515,000

（ １ ） 一般会計負担金 72,620,000
（ ２ ） 一般会計補助金 8,489,000
（ ３ ） 国庫補助金 0
（ ４ ） 長期前受金戻入 513,999,000
（ ５ ） 延滞金 46,000
（ ６ ） 雑収益 2,682,000 597,836,000

（ １ ） 支払利息及び企業債取扱諸費 280,672,000
（ ２ ） 雑支出 3,759,000 284,431,000 313,405,000

経常利益 67,890,000

（ １ ） 過年度損益修正損 650,000 △ 650,000

当年度純利益 67,240,000

前年度繰越利益剰余金 472,418,744

その他未処分利益剰余金変動額 68,374,000

当年度未処分利益剰余金 608,032,744

令和元年度　玉野市下水道事業予定損益計算書

（令和元年４月１日から令和２年３月３１日まで）

１　営業収益

２　営業費用

３　営業外収益

４　営業外費用

５　特別損失
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（単位　　円）

資　産　の　部

１　固定資産

（１）有形固定資産

    イ．土地 733,749,315

    ロ．建物 2,106,754,369

        減価償却累計額 △ 863,676,651 1,243,077,718

    ハ．構築物 40,173,772,121

    　  減価償却累計額 △ 13,149,003,534 27,024,768,587

    ニ．機械及び装置 10,998,046,324

  　　　減価償却累計額 △ 6,209,600,586 4,788,445,738

    ホ．工具、器具及び備品 8,628,211

 　 　　減価償却累計額 △ 5,706,442 2,921,769

　　ヘ．建設仮勘定 2,627,675

     　   有形固定資産合計 33,795,590,802

（２）無形固定資産

    イ．施設利用権 201,497,853

    ロ．電話加入権 2,719,300

    　    無形固定資産合計 204,217,153

（３）投資その他の資産

　　イ．出資金 3,271,000

　　　　　投資その他の資産合計 3,271,000

　　　　　固定資産合計 34,003,078,955

２　流動資産

（１）現金預金 1,413,522,925

（２）未収金 61,689,780

　　　貸倒引当金 △ 13,893,392 47,796,388

　　　  　流動資産合計 1,461,319,313

  　　　　資　産　合　計 35,464,398,268

令和元年度　玉野市下水道事業予定貸借対照表

（令和２年３月３１日）
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負　債　の　部

３　固定負債

（１）企業債 16,530,052,211
　　　イ．建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債 16,530,052,211

（２）引当金

　　イ．退職給付引当金 96,785,288

　　ロ．修繕引当金 6,000,000

          引当金合計 102,785,288

　　  　　固定負債合計 16,632,837,499

４　流動負債

（１）企業債 1,193,855,878
　　　イ．建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債 1,193,855,878

（２）未払金 599,177,818

（３）引当金 12,993,744

　　イ．賞与等引当金 12,993,744

　　　  　流動負債合計 1,806,027,440

５　繰延収益

（１）長期前受金 20,711,867,657

　　　収益化累計額 △ 8,791,372,635

　　　  　繰延収益合計 11,920,495,022

  　　　　負　債　合　計 30,359,359,961

資　本　の　部

６　資本金 3,357,088,326

７　剰余金

（１）資本剰余金

　  イ．国庫補助金 658,898,740

　  ロ．受贈財産評価額 180,132,967

          資本剰余金合計 839,031,707

（２）利益剰余金

　  イ．減債積立金 300,885,530

　  ロ．当年度未処分利益剰余金 608,032,744

　　　　  利益剰余金合計 908,918,274

　　　　  剰 余 金 合 計 1,747,949,981

　　　　  資　本　合　計 5,105,038,307

　　　　  負債・資本合計 35,464,398,268

- 17 -



（単位　　円）

資　産　の　部

１　固定資産

（１）有形固定資産

    イ．土地 733,749,315

    ロ．建物 2,180,494,713

        減価償却累計額 △ 921,459,651 1,259,035,062

    ハ．構築物 41,500,322,307

    　  減価償却累計額 △ 14,024,119,534 27,476,202,773

    ニ．機械及び装置 11,382,998,521

  　　　減価償却累計額 △ 6,566,111,586 4,816,886,935

    ホ．工具、器具及び備品 10,190,029

 　 　　減価償却累計額 △ 5,844,442 4,345,587

　　ヘ．建設仮勘定 2,684,310

     　   有形固定資産合計 34,292,903,982

（２）無形固定資産

    イ．施設利用権 192,999,489

    ロ．電話加入権 2,719,300

    　    無形固定資産合計 195,718,789

（３）投資その他の資産

　　イ．出資金 3,271,000

　　　　　投資その他の資産合計 3,271,000

　　　　　固定資産合計 34,491,893,771

２　流動資産

（１）現金預金 1,367,411,300

（２）未収金 68,063,540

　　　貸倒引当金 △ 13,715,916 54,347,624

　　　  　流動資産合計 1,421,758,924

  　　　　資　産　合　計 35,913,652,695

令和２年度　玉野市下水道事業予定貸借対照表

（令和３年３月３１日）
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負　債　の　部

３　固定負債

（１）企業債 16,964,123,282
　　　イ．建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債 16,964,123,282

（２）引当金

　　イ．退職給付引当金 104,091,166

　　ロ．修繕引当金 6,000,000

          引当金合計 110,091,166

　　  　　固定負債合計 17,074,214,448

４　流動負債

（１）企業債 1,116,796,807
　　　イ．建設改良費等の財源に
　　　　　充てるための企業債 1,116,796,807

（２）未払金 607,532,801

（３）引当金 13,400,310

　　イ．賞与等引当金 13,400,310

　　　  　流動負債合計 1,737,729,918

５　繰延収益

（１）長期前受金 21,227,418,657

　　　収益化累計額 △ 9,298,210,635

　　　  　繰延収益合計 11,929,208,022

  　　　　負　債　合　計 30,741,152,388

資　本　の　部

６　資本金 3,467,298,326

７　剰余金

（１）資本剰余金

　  イ．国庫補助金 658,898,740

　  ロ．受贈財産評価額 180,132,967

          資本剰余金合計 839,031,707

（２）利益剰余金

　  イ．減債積立金 300,885,530

　  ロ．当年度未処分利益剰余金 565,284,744

　　　　  利益剰余金合計 866,170,274

　　　　  剰 余 金 合 計 1,705,201,981

　　　　  資　本　合　計 5,172,500,307

　　　　  負債・資本合計 35,913,652,695
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令和元年度注記

Ⅰ．重要な会計方針

１ 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

（２）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

２ 引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上

している。

（２）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相

当する金額を計上している。

（３）賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年

度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上してい

る。

３ その他の重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等関連

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他

会計が負担すると見込まれる額は 9,748,605,000 円である。

Ⅲ．セグメント情報

１ 報告セグメントの概要

玉野市下水道事業では、公共下水道事業及び小規模集合排水事業を運営しており、各事

業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

建物 8～50 年

構築物 10～50 年

機械及び装置 6～30 年

工具器具及び備品 2～10 年

施設利用権 35 年

事業区分 事業の内容

公共下水道事業 玉野処理区及び児島湖処理区において下水を集合的に処理する事業

小規模集合排水事業 八浜町八浜地区の一部において下水を集合的に処理する事業
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２ 報告セグメントごとの営業収益等

当事業年度（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日） 単位：円

Ⅳ．リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

Ⅴ．その他の注記

１ 引当金の取崩し

（１）貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損として 3,445,294 円を処理するため、同額を貸倒引当

金から取り崩す。

（２）退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 2,375,000 円を支給するため、同額を退職給付

引当金から取り崩す。

（３）賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、期末勤勉手当等の支給及び支出のため、12,633,266 円を賞与等

引当金から取り崩す。

２ 新会計基準移行に係る経過措置

（１）修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられた修繕引当金については、引き続き従前の例

により取り崩すこととする。

公共下水道事業 小規模集合排水事業 合計

営業収益

営業費用

1,656,724,000

1,895,405,000

1,366,000

8,200,000

1,658,090,000

1,903,605,000

営業損益

経常損益

△ 238,681,000

65,642,000

△ 6,834,000

2,248,000

△ 245,515,000

67,890,000

セグメント資産 35,417,064,333 47,333,935 35,464,398,268

セグメント負債 30,333,208,663 26,151,298 30,359,359,961

その他の項目

一般会計負担金

一般会計補助金

長期前受金戻入

71,691,000

－

513,999,000

929,000

8,489,000

－

72,620,000

8,489,000

513,999,000

減価償却費 1,309,059,000 893,000 1,309,952,000

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
1,501,849,998 － 1,501,849,998

１年内 4,005,800 円

１年超 4,396,100 円

計 8,401,900 円
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令和２年度注記

Ⅰ．重要な会計方針

１ 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

（２）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

２ 引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上

している。

（２）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相

当する金額を計上している。

（３）賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年

度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上してい

る。

３ その他の重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等関連

１ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他

会計が負担すると見込まれる額は 9,702,205,000 円である。

Ⅲ．セグメント情報

１ 報告セグメントの概要

玉野市下水道事業では、公共下水道事業及び小規模集合排水事業を運営しており、各事

業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

建物 8～50 年

構築物 10～50 年

機械及び装置 6～30 年

車両運搬具 4～ 5 年

工具器具及び備品 2～10 年

施設利用権 35 年

事業区分 事業の内容

公共下水道事業 玉野処理区及び児島湖処理区において下水を集合的に処理する事業

小規模集合排水事業 八浜町八浜地区の一部において下水を集合的に処理する事業
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２ 報告セグメントごとの資産等

当事業年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日） 単位：円

Ⅳ．リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

Ⅴ．その他の注記

１ 引当金の取崩し

（１）貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損として 3,516,906 円を処理するため、同額を貸倒引当

金から取り崩す。

（２）退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当の支給予定はないため、退職給付引当金の取崩しはな

い。

（３）賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、期末勤勉手当等の支給及び支出のため 12,993,744 円を賞与等

引当金から取り崩す。

２ 新会計基準移行に係る経過措置

（１）修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられた修繕引当金については、引き続き従前の例

により取り崩すこととする。

公共下水道事業 小規模集合排水事業 合計

セグメント資産 35,867,211,760 46,440,935 35,913,652,695

セグメント負債 30,716,831,090 24,321,298 30,741,152,388

１年内 1,750,800 円

１年超 2,645,300 円

計 4,396,100 円




